
【機密性２】 
トラック運送業の適正運賃・料金検討会 

○自動車局においては、トラック運送事業者の取引環境の改善及び長時間労働の抑制 

  に取り組むため、平成２７年度、厚生労働省と共同で、荷主も構成員に含めた「トラック 

 輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を設置。 

 

○同協議会における取引環境改善に向けた議論に先立ち、適正運賃・料金収受に関す 

 る議論の論点整理や方向性に関する助言を行うための場として、今般、「トラック運送 

 業の適正運賃・料金検討会」を設置。第１回の会合を７月１３日に開催。 

委員 

 

【学識経験者】 

・藤井 聡  京都大学工学部工学研究科教授 

・野尻 俊明 流通経済大学学長 

・柳澤 宏輝 弁護士（長島・大野・常松法律事務所） 

 【行政】 

・加藤 進  国土交通省自動車局貨物課長 

・川上 泰司 国土交通省総合政策局参事官（物流産業） 

・藤枝 茂  厚生労働省労働基準局労働条件政策課長 

・正田 聡  経済産業省商務流通保安グループ物流企画室長 

  

  

オブザーバー 

 

【事業者】 

・坂本 克己 （公社）全日本トラック協会副会長 

・馬渡 雅敏 （公社）全日本トラック協会副会長 

 

【荷主】 

・上田 正尚  （一社）日本経済団体連合会産業政策本部長 

・栗原 博   日本商工会議所流通・地域振興部長 

・黒川 毅   日本機械輸出組合国際貿易円滑化委員会委員長 

  

「トラック運送業の適正運賃・料金検討会」委員 
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【機密性２】 
トラック運送業の適正運賃・料金検討会 

平成28年7月13日（水）14時00分～16時00分 

於) 中央合同庁舎３号館 ４階 特別会議室 

 

【 議事次第】 

Ⅰ．開会 

 

Ⅱ．議題 

  １．トラック運送業の適正運賃・料金検討会について 

  ２．運賃関係のこれまでの議論について 

  ３．独占禁止法の概要・ポイントについて 

  ４．議論の方向性について 

  ５．トラック運送業の適正取引に係る取り組みについて 

  ６．その他 

 

Ⅲ．閉会 
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【機密性２】 

運賃・料金に関しトラック事業者からよく聞かれる意見 

  
 

 ■荷主等との運賃交渉の目安となる「標準運賃」「最低運賃」等を国から示
して欲しい。 

 
 
 

 ■原価割れで運送を引き受ける事業者が存在する限り、①の目安があっても
無意味。 

 

 ■①の目安運賃があると、高値で取れている運賃がそこに張り付き、企業努
力が無意味となる。 

 

 ■各事業者における原価計算の実施と、それに基づく受注を徹底するべき。 
 
 
 

 ■待機料金、附帯作業費、高速料金等を、運賃とは別途の料金として、適切
に荷主等に負担してもらえるような仕組みが必要。 

 

➀目安となる運賃を定めて欲しい 

➂運送以外のコストを適切に収受できるようにして欲しい 

➁原価計算に基づく受注を徹底すべき 
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【機密性２】 
今後の進め方について 

１．運賃制度そのものに関しては、 「よく聞かれる意見」の①②の 
  とおり、トラック運送事業者の中でも意見の隔たりがある。 
 
  →以下の流れで議論を進めてはどうか。 
   １）アンケート等を通じて幅広い事業者（各地ト協、青年部、 
     各種調査の協力者 他）の意見を聞く 
   ２）業界としてのご意見を踏まえつつ、独占禁止法との関係等  
    も整理しながら、方向性を決定 
 
２．「よく聞かれる意見」の③に関しては、 
  運送以外の料金については、「運賃に含めず、別のコストとして 
  適切に反映して欲しい」ということでトラック運送事業者の立場 
  が一致している。 
 
  →運送以外に係るコストを適切に収受するための方策について、 
   早急に検討を進めることとしてはどうか。 
 
３．このほか、荷主との取引関係だけでなく下請多層構造等、運賃・ 
  料金が適正に収受できない原因について、更に分析・検討すべき 
  ではないか。 4 


